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   農地関係 農地法第３条、第４条、第５条申請関係等の審議について 

   農政関係 令和５年度農業関係予算について 

 

                  ◇                      
   １３時３０分開会 

 

【原事務局長】      

御起立ください。礼。御着席ください。 

総会に先立ちまして、委員の出席状況を御報告いたします。農業委員１７人、推進委

員９人でございます。よって、過半数に達しており、この会が成立していることを御報

告いたします。 

それでは、会長よろしくお願いします。 

 

【藤田会長】 

 みなさん、こんにちは。 

 稲刈りの真っ盛りですが、雨が降らず非常に効率良く作業ができています。みなさん、

大変お忙しい中お集りいただきありがとうございます。今日も欠席の方がおりますが、

今、稲刈りを一生懸命しているのではと思います。今年も、去年に続いて、栄作である

と言われております。もう少しすればお祭りもあります。これからは、暦の上では寒露

といいます。寒くなりますので、いろんなことに気を付けて取り組んでいただければと

思います。 

 それでは、ただいまから第３回新居浜市農業委員会総会を開会いたします。 

 まず、本日の議案につきましては、農地関係が議案第１号から議案第５号まで、農政

関係は「令和５年度新居浜市農業関係予算について」を議題といたします。 

 なお、本日の議事録署名委員でございますが、会議規則第１９条の規定により、会長

において星加誠委員と藤田隆委員を指名いたします。両委員さん、よろしくお願い

いたします。 

 これより、農地関係の議案の審議に入ります。議案書目次をお開きください。 

 議案中、第１号から第４号までは決議事項、第５号は意見事項となっております。加

えまして、参考事項が１件ございます。 

 １ページを御覧ください。 

 議案第１号「農用地利用集積計画について」を議題に供しますが、伊藤繁次郎委員が

関係しておりますので、退室願います。それでは、ここで暫時休憩いたします。 

 



（委員退席） 

 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 事務局から議案の説明をお願いします。 

 

【藤田事務局次長】 

 議案第１号につきましては、農業経営基盤強化促進法附則第５条（農用地利用集積計

画に関する経過措置）の規定による農用地利用集積計画でございます。 

 内容といたしましては、田６筆、畑３０筆、合計面積２７，６２８㎡でございます。 

 ２，３ページを御覧ください。 

 ７１番の１－１さんから８６番の１－１６さんまでの１６件でございまして、内訳と

いたしましては、新規設定が２件、再設定が１４件。期間は、１年間が４件、３年間が

１０件、５年間が１件、１０年間が１件。利用権の種類は、使用貸借権が１４件、賃貸

借件が２件となっております。 

 以上の計画内容につきましては、新居浜市が定める「農業経営基盤の強化の促進に関

する基本的な構想」に適合するものであること等を確認いたしております。 

 御審議、よろしくお願いいたします。 

 

【藤田会長】 

 ありがとうございました。 

 以上、７１番から８６番までについて質疑に入ります。 

 御意見、御質問はございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

 ないようですので、原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号「農用地利用集積計画について」を原案のとおり決定させていた

だきます。 

 それでは、議案第１号の審議が終了しましたので、委員の入席を求めます。ここで暫

時休憩いたします。 

 

（休憩後、委員の入席） 



 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ４ページをお開きください。 

 議案第２号「農地中間管理事業に係る一括方式農用地利用集積計画について」を議題

に供します。 

 事務局から議案の説明をお願いします。 

 

【藤田事務局次長】 

 議案第２号につきましては、新居浜市から送付がありました農地中間管理事業に係る

一括方式農用地利用集積計画でございまして、当該計画（案）に対する決定の依頼があ

り、議題に供するものでございます。 

 内容といたしましては、田１２筆、畑４筆、合計面積１４，１９３㎡でございます。 

 ５ページから８ページのうち、７，８ページを御覧ください。 

 計画の内容ですが、利用権の設定を受ける者は、１番が２－１さん、２番から５番が

２－２さん、６番から８番が２－３さん、９番が２－４さん、１０番から１６番が２－

５さんでございます。 

 内訳は、期間１０年間が７筆、期間５年間が９筆、利用権の種類等は、使用貸借、新

規設定となっております。 

 以上の計画要請の内容は、農用地利用集積計画の内容が新居浜市の基本構想に適合す

るものであること、全部効率利用要件及び常時従事要件が認められること並びに対象農

地の関係権利者の同意が得られていることの各要件を満たしております。 

 なお、利用権の設定を受ける者の設定前後の総面積は、８ページ下段の表のとおりで

ございます。 

 御審議よろしくお願いいたします。 

 

【藤田会長】 

 ありがとうございました。 

 以上、２番農地中間管理事業に係る一括方式農用地利用集積計画案について質疑に入

ります。 

 御意見、御質問はございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

 ないようですので、原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 



 

 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号「農地中間管理事業に係る一括方式農用地利用集積計画について」

を原案のとおり決定させていただきます。 

 ９ページを御覧ください。 

 議案第３号「農地の使用貸借権設定について」を議題に供します。 

 事務局から議案の説明をお願いします。 

 

【井上主任】 

 議案第３号につきましては､農地法第３条第１項の規定による農地の使用貸借権設定

で､申請件数は１件です｡ 

 １０ページをお開きください。 

 ４番､本郷一丁目、畑１筆､面積７１４㎡､借人は市内在住の３－１さん｡ 

借人はこれまで自己所有地で家庭菜園を行なっており、今回、本格的に営農を開始す

ることを目的に、申請地を借り受けるため申請が提出されたもので、作付けは季節野菜

を予定しております｡ 

 以上の案件につきましては､議案書及びお手元に配布させていただいております別紙

１の調査書に記載のとおり､農地法第３条第２項各号には該当しないため､許可要件の

すべてを満たしていると考えます｡ 

 御審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

【藤田会長】 

 ただいまの説明に係る現地調査の結果並びに補足説明につきましては、地元委員の土

岐秀男委員さんから報告をお願いします。 

 

【土岐委員】 

 ９月２２日に現地調査と農地の利用等について、お話を伺いました。 

 借人は現在、自宅近くで野菜を耕作しております。非常に農業に関心があり、耕作意

欲も高く、許可後は季節野菜の耕作を考えております。 

 また、周辺の遊休農地の有効活用に興味・関心を持っておられ、今回の申請は第１ス

テップとして考えており、今後経営規模の拡大を目的にしておられます。 

 申請地につきましては、借人の自宅から約２００ｍのところにあります。 

 現在、耕作はされておりませんが、雑草等刈り払いがされており、それらを撤去しト

ラクターで耕起すれば、いつでも耕作できる状態であります。 

 なお、西側の隣接する遊休農地との境界が不明瞭ではありますが、借人が公図等で理

解している境界線から、トラブルが生じないように耕作範囲を控えて耕作することを考



えております。周囲には耕作農地がなく、季節野菜の耕作による地域への影響も特段な

いと思われます。調和要件も特に問題なく、許可しても支障がないと思われます。 

 御審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

【藤田会長】 

 ありがとうございました。 

 以上、４番について質疑に入ります。 

 御意見、御質問はございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

 ないようですので、原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第３号「農地の使用貸借権設定について」を原案のとおり決定させてい

ただきます。 

 １１ページを御覧ください。 

 議案第４号「農地の所有権移転について」を議題に供します。 

 事務局から議案の説明をお願いします。 

 

【井上主任】 

 議案第４号につきましては､農地法第３条第１項の規定による農地の所有権移転で､

申請件数は５件です｡ 

 １２ページをお開きください。 

 ２９番､船木字上長野､畑２筆､面積１，１８３㎡､譲受人は市内在住の４－１さん｡ 

譲受人は兄弟が保有する申請地について、これまでも管理を行っており、今回、当該

農地の贈与を受ける目的で、申請が提出されたもので、作付けは季節野菜を予定してお

ります｡ 

 ３０番､星越町､畑３筆､面積１，３８５㎡､譲受人は上島町在住の４－２さん｡ 

譲受人は申請地の隣接地を市内在住の父母と耕作しており、今回、経営規模拡大を目

的に、既耕作地に隣接する当該申請地を取得するため、申請が提出されたもので、作付

けは現況に引き続き果樹を予定しております｡ 

１３ページを御覧ください。 

３１番､角野新田町一丁目､畑１筆､面積２６０㎡､譲受人は市内在住の４－３さん｡ 



譲受人は現在１反５畝ほどの農地を家族で耕作しており、今回、経営規模拡大及び効

率化を図ることを目的に、既耕作地に隣接する申請地を取得するため、申請が提出され

たもので、作付けは果樹及び季節野菜を予定しております｡ 

 ３２番､船木字下原､畑１筆､合計面積４１９㎡､譲受人は市内在住の４－４さん｡ 

譲受人は現在５反２畝ほどの農地を家族で耕作しており、今回、経営規模拡大及び効

率化を目的に、既耕作地に隣接する申請地を取得するため、申請が提出されたもので、

作付けは季節野菜を予定しております｡ 

 １４ページをお開きください。 

 ３３番､楠崎二丁目､畑１筆､面積３３７㎡､譲受人は市内在住の４－５さん｡ 

譲受人はこれまで自己所有地で家庭菜園を行なっており、今回、本格的に営農を開始

することを目的に、管理が困難となっていた申請地の贈与を受けるため、申請が提出さ

れたもので、作付けは花卉を予定しております｡ 

 以上、２９番から３３番までのいずれの案件につきましても､議案書及びお手元に配

布させていただいております別紙２の調査書に記載のとおり､農地法第３条第２項各号

には該当しないため､許可要件のすべてを満たしていると考えます｡ 

 御審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

【藤田会長】 

 ただいまの説明に係る現地調査の結果並びに補足説明につきましては、２９番は神野

明仁委員、３０番は矢野一臣委員、３１番は小野春雄委員、３２番は神野伸二委員、３

３番は村上壽一委員から、それぞれ報告をお願いします。 

 まず、神野明仁委員からお願いします。 

 

【神野（明）委員】 

 報告いたします。９月２４日に確認いたしました。申請地は除草管理されており、い

つでも耕作できる状況にあります。また、隣地との境界も明確であり、季節野菜の作付

けにあたり周囲への影響もありませんので、許可しても問題ないと思われます。 

 御審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

【藤田会長】 

 ありがとうございました。 

 続いて、矢野一臣委員、お願いします。 

 

【矢野委員】 

 ９月２３日に譲受人と現地を確認して、説明を受けました。県の営農指導員として、

果樹に関わる仕事をされているそうです。これからの計画もしっかり立てておられまし



た。特に問題はないと思われます。よろしくお願いいたします。 

 

【藤田会長】 

 ありがとうございました。 

 続きまして、小野春雄委員、お願いします。 

 

【小野（春）委員】 

 報告させていただきます。 

 今回申請した畑ですが、隣接した畑から拡大ということで、果樹と季節野菜を作付け

する予定です。家族みんなで、協力しながらやっておられます。野菜作りの知識も豊富

です。御審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

【藤田会長】 

 ありがとうございました。 

 続きまして、神野伸二委員、お願いいたします。 

 

【神野（伸）委員】 

 ９月２５日に譲受人と現地確認しました。地域としても特に問題ないと思われますの

で、御審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

【藤田会長】 

 ありがとうございました。 

 続きまして、村上壽一委員、お願いいたします。 

 

【村上委員】 

 ９月２９日に現地調査に行きました。現地は、草は生えていましたが、管理している

様子でした。譲受人にも会ってお話させていただきました。樒や榊を植えたいというこ

とで苗立てを作っていたり、自宅の前では季節野菜を耕作していました。そういったこ

とで、申請には特に問題ないと思われます。よろしくお願いいたします。 

 

【藤田会長】 

 ありがとうございました。 

 以上、２９番から３３番までについて質疑に入ります。 

 御意見、御質問はございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 



 

 ないようですので、原案のとおり決定してよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号「農地の所有権移転について」を原案のとおり決定させていただ

きます。 

 １５ページを御覧ください。 

 議案第５号「農地の転用を伴う所有権移転等について」を議題に供しますが神野伸二

委員が関係しておりますので、退室願います。 

 それでは、ここで暫時休憩いたします。 

 

（委員退席） 

 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 事務局から議案の説明をお願いします。 

 

【井上主任】 

 議案第５号は農地法第５条第１項の規定による権利移動を伴う農地転用の申請で､申

請件数は１２件です｡ 

 １６ページをお開きください。 

 １２４番､土橋一丁目､畑２筆､譲受人は５－１さん｡ 

内容は自己住宅 1 戸１０５．５６㎡､農地区分は用途地域であるため第３種農地であ

ると判断され､権利区分は所有権移転です｡ 

 １２５番､宇高町五丁目､田１筆､譲受人は５－２さん｡ 

内容は自己住宅１戸１０１．７２㎡､農地区分は農業振興地域整備計画にて定める農

用地からの除外手続きがされており、その他の農地である第２種農地と判断され､権利

区分は使用貸借権で期間は永年です｡ 

１２６番､庄内町三丁目､田１筆､譲受人は５－３さん｡ 

内容は宅地分譲２区画､一体利用地として宅地 １１１．９４㎡があり､農地区分は用

途地域であるため第３種農地であると判断され､権利区分は所有権移転です｡ 

１７ページを御覧ください。 

１２７番､大生院字本村､畑４筆､譲受人は５－４さん｡ 

内容は露天資材置場､農地区分はその他の農地である第２種農地と判断され､権利区

分は所有権移転です｡ 



１２８番､本郷二丁目､畑１筆､譲受人は５－５さん｡ 

内容は事務所１棟１８５．２５㎡､一体利用地として宅地３６０．３３㎡及び雑種地

６９㎡があり､農地区分は用途地域であるため第３種農地であると判断され､権利区分

は所有権移転です｡ 

１２９番､土橋一丁目､畑１筆､譲受人は５－６さん｡ 

内容は自己住宅１戸９８．９５㎡､農地区分はその他の農地である第２種農地と判断

され､権利区分は使用貸借権で期間は永年です｡ 

 １８ページをお開きください。 

 １３０番､角野新田町三丁目､田１筆､譲受人は５－７さん｡ 

内容は露天資材置場､一体利用地として宅地２２．９９㎡があり､農地区分はその他の

農地である第２種農地と判断され､権利区分は所有権移転です｡ 

 １３１番､船木字元船木､畑１筆､譲受人は５－８さん｡ 

内容は貸し露天資材置場､農地区分はその他の農地である第２種農地と判断され､権

利区分は所有権移転です｡ 

 １３２番､高田一丁目､田１筆､譲受人は５－９さん｡ 

内容は自己住宅１戸１０１．５７㎡､農地区分はその他の農地である第２種農地と判

断され､権利区分は所有権移転です｡ 

１９ページを御覧ください。 

１３３番､高田一丁目､田３筆､譲受人は５－１０さん｡ 

内容は建売住宅７戸４２８．８９㎡､農地区分はその他の農地である第２種農地と判

断され､１，０００㎡以上の土地に建築物を建設する予定であることから､都市計画法上

の開発許可申請についても同時に申請されております｡権利区分は所有権移転です｡ 

 １３４番､船木字高祖､畑１筆､譲受人は５－１１さん外１名｡ 

内容は自己住宅１戸１０９．２５㎡､農地区分は申請地から概ね３００メートル以内

に新居浜ＩＣが存在するため第３種農地であると判断され､権利区分は使用貸借権で期

間は永年です｡ 

１３５番､船木字国領､田１筆､譲受人は５－１３さん｡ 

内容は倉庫１棟１４２㎡､農地区分はその他の農地である第２種農地と判断され､権

利区分は所有権移転です｡ 

 以上､１２４番から１３５番までのいずれの事案につきましても､申請書および土地

改良区の意見書等の添付資料を確認し､転用行為が遂行される確実性等の一般基準につ

いても認められるものであることを､事務局より報告させていただきます｡ 

御審議の程よろしくお願いします｡ 

 

【藤田会長】 



 ありがとうございました。 

 以上、１２４番から１３５番までについて質疑に入ります。 

 御意見、御質問はございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

 ないようですので、原案のとおり許可相当として意見を決定してよろしいでしょう

か。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第５号「農地の転用を伴う所有権移転等について」を許可相当として県

知事に意見を送付いたします。 

 それでは、議案第５号の審議が終了しましたので、委員の入席を求めます。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 

（休憩後、委員の入席） 

 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ２０ページをお開きください。 

 参考事項は、農地法第１８条第６項の規定による合意解約の通知についての参考事項

ですので、お目通しをお願いします。 

 以上をもちまして、農地関係の議案の審議がすべて終了いたしました。 

 よって、これをもちまして暫時休憩いたします。 

 なお、１４時１５分から総会を再開いたします。 

 

～休憩～ 

【藤田会長】 

 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 これより、農政関係の議題に入ります。 

 本日は、御案内しておりましたとおり「令和５年度新居浜市の農業予算について」を

議題といたします。 

 なお、本日は経済部農林水産課から担当職員をお招きしておりますので、ご紹介させ

ていただきます。 

 農林水産課 菅課長、大野技幹、岡田副課長です。質問等につきましては、最後に一



括してお受けしたいとおもいますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、最初に農業委員会の予算について、事務局から説明をお願いします。 

 

【中島係長】 

 令和５年度新居浜市の農業予算についてのうち、農業委員会関係予算について資料に

沿って説明いたします。「令和５年度農業委員会に関する予算」を御覧ください。 

 表の上から２行目、節の行を御覧ください。 

 まず、委員報酬の９８４万９千円は、農業委員の報酬でございます。財源内訳は、一

般財源として９８４万９千円でございます。 

 次に、人件費５，００９万１千円は、事務局職員の給料、職員手当等及び共済費でご

ざいます。財源内訳は、県補助金が１６６万８千円、一般財源が４，８４２万３千円で

ございます。 

 次に、農業委員会管理運営費でございますが、これは農業委員会等に関する法律に基

づく所掌事務を遂行するための事務局経費でございます。 

 まず、報酬７００万６千円は、農地利用最適化推進委員の報酬でございます。次に、

旅費７１万４千円、交際費３万４千円、需用費６４万２千円、役務費３７万８千円、委

託料８２万５千円で、それぞれ詳細は備考欄のとおりでございます。 

 次に、使用料及び賃借料３０万５千円は、先進地視察研修のバス借上料でございます。 

 次に、負担金補助及び交付金５５万７千円は、県農業会議への賛助拠出金や各種会合

への出席者負担金等でございます。 

 以上、農業委員会管理運営費につきましては、合計１千４６万１千円の予算で、財源

内訳は、国有農地使用料徴収に関する自作農財産事務取扱交付金１６万３千円、耕作証

明等の証明手数料１万９千円、農業者年金業務委託手数料１６万９千円、情報提供に係

るコピー代１万円、一般財源が１千１０万円でございます。 

 次に、農業経営体活性化推進費でございますが、これは景観形成作物取組事業費でご

ざいます。 

 需用費２５万７千円は、種子、肥料代金等、消耗品費でございます。 

 次に、役務費１２万５千円は、トラクターによる耕起手数料でございます。 

 以上、農業経営体活性化推進費につきましては、合計３８万２千円の予算で、財源内

訳は一般財源３８万２千円になります。 

 以上、令和５年度農業委員会当初予算総額は、７，０７８万３千円となっております。 

 以上で説明を終わります。 

 

【藤田会長】 

 ありがとうございました。 

 次に、新居浜市の農業予算について、農林水産課から説明をお願いいたします。 



 

【菅課長】 

 農林水産課の菅です。農業委員・農地利用最適化推進委員のみなさまには、いつも大

変お世話になっております。 

 本日は、農林水産課所管の令和５年度農業・鳥獣に関する予算及び事業の概要につい

て、農業委員会から提出がありました「新居浜市農業施策に関する意見書」との関連を

合わせて御説明させていただきます。 

お手元の資料別紙１を説明させていただきます。 

まず、意見書との関連の１「担い手の確保と育成」についてでございます。表の１「農

業振興費」です。これは、農業振興等を事業目的とする各農業関係団体（西条地区農業

改良普及事業推進協議会、新居広域営農団地推進協議会、愛媛県畜産協会、えひめ愛フ

ード推進機構、東部家畜衛生推進協議会及び新居浜市青年農業者協議会）等への負担金、

農業推進に係る事務費、地産地消協力店認定に係る経費などを支出しているものです。

令和５年度の予算額は７０万３千円となります。 

 次に、表の２「農業経営体活性化事業」です。認定農業者等が地域の中心経営体とな

るために実施する先進地視察研修に対して支援を行うものです。令和４年度はコロナ禍

のため実施いたしませんでしたが、令和５年度は実施予定でございます。予算額は１１

万２千円となります。 

 次に、表の３「青年就農者育成支援事業」です。この事業は、令和３年度までは次世

代人材投資事業として５０歳未満の認定新規就農者を対象に、年間最大１５０万円の資

金を最長５年間交付するものでありましたが、令和４年度からは新規就農者育成総合対

策の経営開始資金として交付期間が３年間となり、機械補助メニューも新設されており

ます。予算額は７５０万となります。 

 次に、表の４「農林漁業資金利子補給事業補助金」です。担い手の確保・育成を図る

ために農業者等に対して金融面から支援し、負担を軽減させ、農業経営の改善が図れる

ように農業近代化資金等の貸付金について県及び市が利子補給を行っている事業でご

ざいます。予算額は４５万１千円となります。 

 次に、表の５「新居浜市肥料価格高騰対策事業費補助金」です。これは、昨年度から

の新規事業になりますが、その内容は、肥料価格高騰の影響を受ける販売農家を対象と

して、化学肥料の使用量の低減に向けた取組を行う農業者に対し、肥料価格上昇分の１

割を支援するものです。予算額は２０万円となります。 

 次に、表の６「愛媛県農業共済組合育成事業補助金」です。農業災害補償法に基づき、

農業者が不慮の事故によって受ける損失の補填を行う愛媛県農業共済組合に対して、運

営の一部補助を行う事業です。予算額は２６万８千円となります。 

 次に、表の７「経営所得安定対策直接支払推進事業等補助金」です。これは、経営所

得安定対策を円滑にするため必要な制度の周知、各申請業務の支援等に要する経費を支



出する事業で、新居浜市農業再生協議会への全額県費補助となります。従前は、「生産

調整推進対策費」という事業でした。予算額は、１５１万８千円となります。 

 次に、表の８「認定農業者経営発展支援事業」です。この事業は、本市において農地

集積や農作業受託による規模拡大を志向する認定農業者等を対象として、経営改善計画

に基づき、生産・加工・出荷に係る機械、施設の導入に係る経費の一部を補助するもの

です。予算額は、１４０万４千円となります。 

 次に、表の９「大島七福芋作付け拡大事業」です。本事業は、大島の七福芋の栽培復

元可能地１．４ｈａの作付け拡大にあたり、耕作放棄地の解消や鳥獣害対策等を行う必

要があり、地域おこし協力隊の導入を図ることにより、担い手不足の解消や圃場の整備、

作付けを順次行い、作業効率及び生産性の向上を図ることを目指しております。また、

大島地区の地域活性化にもなると考えております。令和２年１１月１日から地域おこし

協力隊１名が着任しており、令和５年度にはさらに１名を加えて２名に増員する計画

で、予算額は２名の報償費や導入に係る経費９１９万４千円となります。 

 次に、表の１０「スマート農業推進事業補助金」です。これは、大島地区において白

芋生産に係るスマート農業に取り組む、新居浜市スマート農業推進グループに対してシ

ステムの維持管理経費を補助するものです。予算額は、３４万２千円となります。 

 次に、表の１１「畜産配合飼料価格高騰対策支援事業」です。これは、配合飼料価格

高騰の影響を受ける市内畜産農家に対して、配合飼料価格安定制度で把握する補填対象

数量を基に算出した補助金を交付するものです。予算額は、３７７万８千円となります。 

 続きまして、意見書との関連の２「地産地消の推進と食育の充実」についてでござい

ます。表の１２「にいはま農業まつり事業補助金」です。各種、催し物を通じて、生産

者と消費者のネットワークづくりを図るとともに、地域社会の活性化を図り、農家の生

産意欲の向上と活力ある新居浜農業の発展に尽くすＪＡえひめ未来が実施する「農業ま

つり」に対して、助成する事業です。直近の実績としては、令和２年度から令和４年度

はコロナ禍によりやむを得ず中止となりましたが、令和元年度は１２月８日（日曜日）、

イオンモール新居浜にて入場者約３６，０００人を集めて実施いたしました。令和５年

度につきましては、１２月１０日（日曜日）にＪＡえひめ未来として、合併後初の開催

が予定されております。予算額は、７６万円となります。 

 次に、表の１３「自然農園推進事業」です。市内３２ヵ所にある自然農園の土地所有

者との連絡調整、各種行事の支援、新規開設や廃止する自然農園の適切な管理及び運営

等に要する経費を支出いたします。予算額は３３万７千円となります。 

 次に、表の１４「地産地消推進事業補助金」です。新居浜市食生活改善推進協議会が

市内各公民館や保健センター等で食育推進、健康づくりの料理を作る際に、あかがね市

等で新居浜産農産物等を積極的に購入し使用することで地産地消を推進し、また、新居

浜産農産物等を使用するレシピを配布する等、食農教育を行うものです。令和２年度及

び令和３年度はコロナ禍により残念ながら実施はいたしませんでしたが、令和４年度か



ら再開しており、予算額は１５万円となっております。 

 続きまして、意見書との関連の３「有害鳥獣対策支援策の強化」についてでございま

す。 

 表の１５「有害鳥獣駆除費」です。これは一部、県補助金が入っている事業でござい

まして、有害鳥獣（イノシシ、サル、シカ）を駆除した市内３猟友会等に対し、捕獲活

動経費の助成として１頭あたり１万円の報償費等を支出するものです。予算額は６７５

万６千円となります。 

 次に、表の１６「捕獲隊支援事業補助金」です。これは、県の補助の事業でございま

して、市内の３猟友会等に所属する駆除隊員の狩猟免許更新申請手数料、猟友会会費等

の一部を助成することにより、新居浜市における捕獲体制の充実を図ろうとするもので

す。予算額は、２７万９千円となります。 

 次に、表の１７「鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業補助金」です。これは国の補助事

業でございまして、有害鳥獣（イノシシ、サル、シカ）を駆除した市内３猟友会等に対

し、捕獲活動経費の助成として成獣（イノシシ、シカ）１頭あたり７千円、成獣（サル）

１頭あたり８千円、幼獣（イノシシ、サル、シカ）１頭あたり千円の報償費等を支出す

るものです。予算額は４０６万円となります。 

 次に、表の１８「有害鳥獣農作物被害対策事業」です。これは、平成３０年度から新

規に実施している市単独の事業です。電気柵やワイヤーメッシュ柵等の資材購入費の税

抜きの２分の１の補助を行っています。補助金の限度額は５万円ですが、認定農業者の

方については１０万円の上限となります。また、ニホンザルの追い払いに有用な動物駆

逐用煙火等を購入し、申し出により自治会等に無償で配布しており、地域住民のみなさ

まと連携して地域ぐるみの追い払いの推進も積極的に進めております。予算額は２４５

万３千円となっております。 

 最後に、意見書との関連の４「計画的な農業生産基盤整備の実施について」でござい

ますが、これにつきましては担当の農林水産課の大野から説明させていただきます。 

 

【大野技幹】 

 農林水産課の大野でございます。 

 今年度の農業生産基盤関係予算と前年度に実施した事業の取組について、御説明させ

ていただきます。 

 資料別紙２の１ページ目に令和５年度新居浜市の農業生産基盤関係予算についてを、

２ページから１１ページまで事業実施状況の写真を掲載しておりますので、御確認をお

願いします。 

 まず、資料１ページを御覧ください。 

 農林水産課の農業生産基盤関係予算についてでございます。 

１番「土地改良施設耐震対策事業」でございます。本事業は愛媛県が事業主体となり



実施し、新居浜市は事業負担金を支出するものです。今年度予算額は１，２８３万円で

全体事業費としましては、備考欄のとおり１億６００万円、主な内容としましては池田

池、宮ノ谷大池、青木下池、治良丸池の耐震対策工事であります。なお、事業費１億６

００万円と市予算額１，２８３万円との差額は、国費及び県費でございます。池田池は

平成３０年度から工事に着手しておりまして、宮ノ谷大池と青木下池は令和３年度から

工事に着手しております。治良丸池は今年度、測量設計業務を行います。 

次に、２番「農業用河川工作物改修事業」でございます。この事業は、県管理河川に

設置された頭首工等の農業用河川工作物の改修を行うものでございまして、先程の耐震

対策事業と同様に愛媛県が事業主体で実施し、新居浜市は事業負担金を支出するもので

す。今年度予算額は１６０万円、全体事業費としましては備考欄のとおり２，０００万

円、内容としましては、国領川にございます高柳堰下流の河床洗堀対策として護床工の

整備を行うものです。この工事は根固袋状金網の据え付けでございまして、令和３年度

完成の予定でございましたが、令和３年８月の集中豪雨により河床が洗堀され、据え付

けたブロックの一部に変状が生じたため、復旧と再度の洗堀防止工事を追加施工するこ

ととなり、工期も令和５年度まで延長することになりました。 

 次に、３番「ため池等整備事業」でございます。本事業は、新居浜市が事業主体とな

り実施するものです。今年度の予算額は７，００９万６千円。令和４年度の繰り越しが

１２０万円、萩生河の北地区にある芳谷池、大生院戸屋の鼻地区にある宮ノ下池、萩生

旦ノ上地区にある柳谷中池・下池の３池を予定しておりまして、芳谷池、柳谷中池・下

池は、老朽化対策工事、宮ノ下池はため池の廃止工事でございます。現在、芳谷池と宮

ノ下池は請負業者が決定し、１０月末には工事に取り掛かる予定でございます。柳谷中

池・下池は測量設計を行う予定でございます。芳谷池は令和７年度、宮ノ下池の廃止は

今年度、柳谷中池・下池は令和９年の完成予定でございます。 

 次に、４番、こちらもため池等整備事業でございますが、本事業は土地改良区が事業

主体となり実施するものです。今年度の予算額は１，０００万円、郷地区にある吉岡泉

土地改良区が管理する竜王池、萩生岸ノ下地区にある岸ノ下土地改良区が管理する青木

下池の２池を予定しております。竜王池は老朽化対策工事、青木下池は県営工事の耐震

対策工事に合わせて取水施設を改修するもので、本年度は両池とも測量設計を行いま

す。 

 次に、５番「県単独土地改良事業」です。本事業の採択要件といたしましては、土地

改良区が管理している農道、水路等のうち、受益面積が５ｈａ以上を対象として整備を

進めるものでございますが、実施に際しましては、一部の施設（ため池や頭首工等の水

源に関わる施設）を除き、農振農用地以外での事業採択は非常に難しい状況となってお

ります。今年度の予算額は６００万円で、全体事業費としましては１，０００万円、内

容といたしましては、吉岡泉土地改良区が管理する下散田送水管管径２００ｍｍのう

ち、延長２０６ｍの改修を予定しております。 



 次に、６番「土地改良施設維持管理適正化事業」でございます。本事業は土地改良区

が管理し、老朽化により維持管理に支障をきたしている施設で、過去に国の補助金を受

けている施設が対象でございます。今年度の予算額は３１０万円で、全体事業費としま

しては１，０５０万円、水路の補修３ヵ所を予定しております。 

 次に、７番「市単独土地改良事業」でございます。この事業は、これまで御説明いた

しました各種事業の適用外で、市内２１の土地改良区が管理する農業用施設の改修に要

する事業費を補助するものでございます。今年度予算としましては、総補助金額７，０

００万円、そのうち、原材料費の支給を１００万円としております。前年度は決算額と

して、総補助金額６，９３２万４千円、そのうち、原材料費として３７万３千円を支給

しております。本事業につきましては、予算の範囲内で各土地改良区が優先順位を決定

したものに対して補助するもので、計画的な執行に努めているところでございます。 

 次に、８番「市単独災害復旧事業」でございます。この事業は台風等の災害により被

災した施設、農地を復旧するものでございます。市単独災害復旧事業につきましては、

事業費が４０万円未満の箇所が対象となります。なお、事業費が４０万円以上の箇所に

ついては国庫補助災害復旧事業の対象となります。今年度の市単独災害復旧事業にいた

しましては、１，０００万円を計上しております。また、万が一大規模な災害が発生し

た場合は、補正予算等で対応したいと考えております。 

 続いて、各事業の実施状況について説明いたします。資料２ページをお開きください。 

 これは、県営事業として実施しております池田池の土地改良施設耐震対策事業の実施

状況でございます。前年度は、上流側の残りの堤体法面の改良工事、堤体天端の舗装工

事を施工いたしました。今年度は、堤体下流側の地盤改良工事を進める予定でございま

す。 

 資料３ページを御覧ください。こちらも、県営事業として実施しております宮ノ谷大

池の土地改良施設耐震対策事業の実施状況でございます。前年度は、下流側堤体の改良

工事を進めました。 

 続いて、資料４ページをお開きください。こちらも、県営事業として実施しておりま

す。青木下池の土地改良施設耐震対策事業の実施状況でございます。前年度は、堆積土

の排出と底部の浅層改良（土質改良）を施工いたしました。 

 続いて、資料５ページを御覧ください。こちらも県営事業でございますが、高柳堰の

農業河川工作物改修事業の実施状況でございます。前年度は、高柳堰の下流側に袋状金

網根固め工を施工いたしました。 

 次に、資料６ページを御覧ください。県単独土地改良事業です。こちらは、吉岡泉土

地改良区が管理する宇高中幹線水路の改修工事でございます。請負工事費は１，０００

万円で、施工延長は７４．７９ｍでございます。 

 次に、資料７ページを御覧ください。土地改良施設維持管理適正化事業でございます。

新須賀土地改良区が管理する下才ノ木大川改修工事でございます。請負工事費は４００



万円、施工延長は４７．２ｍです。水路底打工、水路根固工を施工いたしました。 

 次に、資料８ページから９ページは、市単独土地改良事業でございます。まず、８ペ

ージは萩生土地改良区が管理する天神農道の農道拡幅工事でございます。擁壁工が３

１．３ｍ、工事費は１７０万５千円でございました。 

 次に、９ページを御覧ください。阿島土地改良区が管理している北田本田２番水路の

改修工事です。水路工３５．８ｍ、工事費２１６万７千円でございます。 

 次に、１０ページをお開きください。吉岡泉土地改良区が管理する三の坪揚水機の改

修工事でございます。水中ポンプ１５０ｍｍを１機、揚水管１５０ｍｍ、２．７６ｍが

３本を改修いたしました。 

 最後になりますが、資料１１ページを御覧ください。農道維持管理事業でございます。

船木泉川土地改良区が管理する開田農道の舗装工事です。舗装工は１，０５２㎡、工事

費が９３３万６千円でございます。 

 以上、簡単ではございますが農林水産課の説明を終わります。 

 

【藤田会長】 

 ありがとうございました。 

 以上、農業委員会事務局、農林水産課から令和５年度新居浜市の農業予算について説

明をいただきました。 

 何か、御質問や御意見等ございませんか。 

 

（曽我部委員挙手） 

 

【曽我部委員】 

 農林水産課の予算の関係で、予算が４，０００万円余りですが、これは国と県の補助

を除けた分は、おおまかに計算すると１，５００万円余りぐらいで間違いないと思うの

ですが、その中で、大島の七福芋関係が９５０万円。たしかに、地域おこしということ

で大島のことも大事だとは思いますが、全体の１，５００万円余りのうち９５０万円を

大島に使っています。 

 もう一つ気になるのは、昨年、システムの維持管理費に５，７００万円かかっている

というのは、七福芋の何かをするためにかかったのですか。大島のことをやめなさいと

言っているわけではなくて、これはこれで良いと思うのですが、大島以外で百姓をして

いる人たちのために使っているお金というのは、新居浜市自体は４００万円程なんです

よね。このあたりを、新居浜なので工業・商業にお金を使っているのはよく聞きますが、

もっと農業に使えるように、農林水産課自体がもっと予算を取ってほしいという話をい

つもしているのですが、予算の概要を見る限り相変わらずだなと思います。 

 先日、市長に意見書を提出したときにも同じ話をしましたし、市役所の農林水産課で



もいろいろ考えて農業振興をしようという気構えが、もっと欲しいなと思います。新居

浜の農業を活性化するために、市の方から積極的に音頭を取ってもらいたいです。 

 あと、スマート農業維持管理費５，７００万円は、何をどうしているのですか。 

 

【菅課長】 

 スマート農業の関係につきましては、七福芋をメインとして作付けが適正に行われる

ように温度管理や土質の調査を１７ヵ所に機械を設置して、国費として全額出るように

なっており、市の負担はないという形になっています。スマート農業が盛んに行われて

いるということもありまして、市として取り組んでいるということです。また、大島の

七福芋を発展させるようにしてほしいということで取り組んだ事業と聞いております。 

 

【曽我部委員】 

 システムの維持管理費というのは、市のお金は出ていないということですね。 

 

【菅課長】 

 はい。システム維持管理費は市費になります。 

 

【藤田会長】 

 地域おこし協力隊も入っていますが、別の交付金が出ているということですよね。 

 

【菅課長】 

 はい。そうです。 

 

【藤田会長】 

 いずれにせよ、担当課がもっと現場に行って声を聞かないといけない。現場の人たち

も声を上げないといけない。そうでないと、なかなか難しいと思います。会って話をす

る機会をもっと作っていかないといけないと思います。以前は、ビニールハウスの補助

事業もありましたが、新居浜市に全然いないということでその枠がなくなりました。そ

ういったことも必要であれば、声を上げていかないといけないと思います。現場の方も、

もっと声を上げていただきたいと思います。そうでないと、いくら職員に現場に行けと

言ってもうまくできないのが現状ではないかと思います。 

 

【菅課長】 

 貴重な御意見、ありがとうございました。 

 農林水産課の方でも農業の予算をつけたいと考えてはおりますが、市の財政状況もあ

りまして令和６年度はさらに削減に進んでいくのではと思われます。予算を削った中で



農業をどう進めていくかというのは難しいと思いますが、みなさんとお話合いしながら

できることを精一杯していくことが必要かと思っておりますので、みなさまの御協力を

お願いしたいと思います。 

 

【藤田会長】 

 他にございませんか。 

 市の財政状況もありますが、いろいろ工夫をして農業予算についても考えて取り組ん

でいただけたらと思います。 

 本日は大変お忙しい中、農林水産課の職員の方々には総会に御出席いただきましてあ

りがとうございました。 

 以上を持ちまして、第３回新居浜市農業委員会総会を閉会いたします。 

 

【原事務局長】 

 御起立ください。礼。ありがとうございました。 
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